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Ⅲ 用 語 の 定 義 

 

１ 職業紹介関係 

① 一   般 

常用及び臨時・季節を合わせたものをいう。 

② 常   用（労働） 

雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4カ月以上の雇用期間が定められているもの 

（季節労働を除く。）をいう。 

③ 臨時・季節（労働） 

臨時とは、雇用契約において１カ月以上４カ月未満の雇用契約期間が定められている仕事 

（労働）をいい、季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の期間 

（４カ月未満、４カ月以上の別を問わない。）を定めて就労（労働）するものをいう。 

④ 新規学卒者 

卒業年の６月末日までに、公共職業安定所及び学校（職業安定法第27条及び第33条の 2 

第１項第１号の規定による学校）において取り扱ったものをいう。 

⑤ 日   雇 

労働の窓口で取り扱われる日々雇用の仕事及び１カ月未満の雇用期間が定められているもの 

をいう。 

⑥ 前月から繰越された有効求職者数 

前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定の求職者 

をいう。 

⑦ 新規求職申込件数 

期間中に新たに受付けた求職申込みの件数をいう。 

⑧ 月間有効求職者数 

「前月から繰越された有効求職者数」と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいう。 

⑨ 紹介件数 

求職者と求人の結合を図るため紹介した件数（他安定所からの連絡求人分への紹介を含む。） 

をいう。 

⑩ 就職件数 

自安定所の有効求職者が自安定所の紹介により就職したことを確認した件数（他安定所から 

の連絡求人分を含む。）をいう。 
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⑪ 他県への就職件数 

都道府県地域を超える広域職業紹介による就職件数をいう。 

⑫ 前月から繰越された有効求人数 

前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている未充足の求人数をいう。  

⑬ 新規求人数 

期間中に新たに受付けた求人数（採用予定人員）をいう。 

⑭ 月間有効求人数 

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計数をいう。 

⑮ 他県への発求人延数 

期間中に他都道府県へ連絡した求人の延数をいう。 

⑯ 充 足 数 

自安定所の有効求人が、安定所（求人連絡先の安定所を含む。）の紹介により求職者と結合した 

件数をいう。 

⑰ 他県からの充足数 

都道府県地域を超える広域職業紹介による充足数で、他県の求人連絡先安定所からの通報により 

就職を確認したもの。又は自安定所の有効求人に他県で居住する自安定所の求職者を充足させたも

のをいう。 

⑱ 雇用保険受給者の就職件数 

基本手当に係る受給資格決定後、基本手当の支給を終了するまでの間に安定所の紹介により就職 

した基本手当受給資格者の就職件数をいう。 

⑲ 求人倍率 

求職者に対する求人数の割合をいい、「新規求人数」を「新規求職申込件数」で除して得たもの 

「月間有効求人数」を「月間有効求職者数」で除して得たものの２種類がある。 

⑳ 就 職 率 

求職者に対する就職件数の割合をいう、「就職件数」を「新規求職申込件数」で除して得たものを 

用いる場合と、「月間有効求職者数」で除したものを用いる場合がある。 

 ○21  充 足 率  

求人数に対する充足された求人の割合をいい、就職率の場合と同様「充足数」を「新規求人数」 

及び「月間有効求人数」で除したものがある。 

○22   新規求人延数 

日雇に係る新規求人の延数（採用予定人員×採用予定日数）をいう。 
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 ○23   就労実人員 

期間中に日雇労働に就労した日雇求職者の実人員（個々人の頭数）をいう。 

○24  就労延数 

期間中に日雇労働に就労した日雇求職者の延人員をいう。 

○25  常用的パートタイム 

雇用期間の定めがないか、又は 4カ月以上の雇用期間によって就労する者で、毎日就労する者に 

ついては１日の労働時間が一般従業員より短く、特定日又は特定期間就労する者については１日の

労働時間の長短を問わず１カ月の労働時間が一般従業員より短い者をいう。 

○26  臨時的パートタイム 

１カ月以上４カ月未満の雇用期間が定められているか、又は季節的に一定の期間を定めて就労する

者で、毎日就労する者については１日の労働時間が一般従業員より短く、特定日又は特定期間就労

する者については１日の労働時間の長短を問わず１カ月の労働時間が一般従業員より短い者をいう。 

○27  日雇的パートタイム 

日々雇用されるか、又は１カ月未満の雇用期間を定めて就労する者で、日々就労する者について 

は１日の労働時間が一般従業員より短く、特定日又は特定期間就労する者については１日の労働時

間の長短を問わず１週の労働時間が一般従業員より短い者をいう。 

 

２ 雇用保険関係 

① 離職票交付枚数 

安定所が離職による被保険者資格の喪失の確認を行い、離職者に交付した離職票の枚数をいう。 

② 受給資格決定件数 

受付けた離職票を審査して、安定所が求職者給付を受ける資格があると決定した件数をいう。 

③ 初回受給者数 

同一求職者給付の受給期間内における当該求職者給付の第１回目の給付を受けた者の数をいう。 

④ 受給者実人員 

基本手当を実際に受けた受給資格者の実数をいう。 
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［管轄区域］
高梁市、加賀郡吉備中央
町（岡山公共職業安定所
の管轄区域を除く）

〒716-0047

高梁市段町1004-13

TEL 0866-22-2291

高梁公共職業安定所

倉敷市

早島町

総社市 岡山市

吉備中央町

吉備中央町
高梁市

新見市

真庭市

新庄村 鏡野町

津山市

美作市

久米南町

西粟倉村

赤磐市

奈義町

美咲町

勝央町

井原市

笠岡市
浅口市

倉敷市

岡山市

瀬戸内市

備前市

和気町

玉野市

矢掛町

里庄町

備前市

岡山市

倉敷市

倉敷市

［管轄区域］
岡山市（西大寺公共職業安定
所の管轄区域を除く）、加賀
郡吉備中央町のうち加茂川地
区、大字吉川のうち
7518、7519、7520

〒700-0971

岡山市北区野田1-1-20

TEL 086-241-3222

岡山公共職業安定所

［管轄区域］
備前市（和気公共職業安
定所の管轄区域を除く）

〒705-0022

備前市東片上227

TEL 0869-64-2340

和気公共職業安定所
備前出張所

［管轄区域］
総社市、倉敷市のうち
旧真備町地区

〒719-1131

総社市中央3-15-111

TEL 0866-92-6001

倉敷中央公共職業安定所
総社出張所

［管轄区域］
笠岡市、小田郡、浅口郡、
井原市、浅口市

〒714-0081

笠岡市笠岡5891

TEL 0865-62-2147

笠岡公共職業安定所

［管轄区域］
倉敷市（総社出張所、児島
出張所の管轄区域を除く）、
都窪郡

〒710-0834

倉敷市笹沖1378-1

TEL 086-424-3333

倉敷中央公共職業安定所

［管轄区域］
岡山市東区､瀬戸内市

〒704-8103

岡山市東区西大寺中

1-13-35

NTT西日本 西大寺ビル

TEL 086-942-3212

西大寺公共職業安定所

［管轄区域］

玉野市

〒706-0002

玉野市築港2-23-12

TEL 0863-31-1555

玉野公共職業安定所

［管轄区域］
倉敷市のうち旧児島市地
（塩生、宇野津を除く）

〒711-0912

倉敷市児島小川町3672-16

TEL 086-473-2411

倉敷中央公共職業安定所
児島出張所

［管轄区域］
和気郡、赤磐市、備前市
のうち三石、八木山、野
谷、吉永町地区

〒709-0451

和気郡和気町和気481-10

TEL 0869-93-1191

和気公共職業安定所

［管轄区域］

新見市

〒718-0003

新見市高尾2379-1

TEL 0867-72-3151

高梁公共職業安定所
新見出張所

［管轄区域］
津山市、苫田郡、久米郡、
真庭郡、真庭市

〒708-8609

津山市山下9-6

TEL 0868-22-8341

津山公共職業安定所

［管轄区域］
美作市、英田郡、勝田郡

〒707-0041

美作市林野67-2

TEL 0868-72-1351

津山公共職業安定所
美作出張所

令和5年4月1日現在
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